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前 文 

平成 20 年９月 18 日、三重県議会議長から県の行財政運営上の問題点及びそ

の解決のための方策等について諮問をいただき、それを受けて、同日、三重県

議会議事堂において第 1回財政問題調査会を開催しました。 

第１回の財政問題調査会においては、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（以下「財政健全化法」という。）に基づく健全化判断比率、併せて財政健全

化指標の算定・審査プロセス、地方財政運営に関する国と三重県の関係、歳入の

状況、歳出の状況、基金残高の状況等三重県財政の現状等について、総務部予算

調整室及び監査委員事務局からのヒアリングを実施しました。ヒアリングでは、

債務管理計画の在り方や財政分析の在り方等について議論を行うとともに、予算

編成や財政運営についても議論が及びました。 

その後、各委員で答申案の方向性について検討を行い、執行機関に対し、審議

に必要な追加質問を行うとともに追加資料の提出を求めるとともに、同年 10 月

２日には東京都内において委員が一堂に会して協議を行うなど、委員間で真摯に

審議を重ねてまいりました。 

本日、当調査会は、健全化判断比率の算定・審査プロセス、財政分析、債務管

理計画など執行機関の取り組みに係る課題とその対応方策等について、ここに答

申します。 

なお、今回議論のあった予算編成等については、次回調査会でさらに詳しい調

査を行った上で答申を行うこととしています。 

 

第１．健全化判断比率等の算定・審査プロセスについて 

健全化判断比率等の算定プロセスについては、予算調整室に確認したところ、

総務省より送付された算定ワークシート及びその説明書並びにチェックリストに

基づいて【別紙１】のとおり実施されているとのことであり、ヒアリングを実施

した範囲では算定プロセスに問題はないと考えます。 

しかし、算定にあたっては、関係各室で作成される内訳・詳細データ等の作成

作業を含めた手順書が作成されておらず、健全化指標を含む重要な財務指標を算

出する決算統計の作成にあたっても同様の状況でした。健全化判断比率等の算定

が適正に行われたことの説明責任を果たすためには、担当者の経験に依存した現
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在の状況には課題があります。 

審査プロセスについては、【別紙２】のとおりですが、算定プロセス同様、職

員の財務経験や知識に依存している部分があり、監査手続の適切性、正確性につ

いての説明責任を果たすという観点からは課題があります。 

 

＜提案１：三重県独自の算定手順書・審査手順書の作成＞ 

指標算定を適切に行うための有効な内部統制の整備・運用の観点から、総務省

作成の手順書等と担当者の能力だけに依存するのではなく、判断比率算定の基礎

データとなる決算統計作成プロセスを含め、三重県の実情に合わせた具体的・実

務的な算定手順書・審査手順書を作成することで、判断比率算定作業の効率性や

比率そのものの正確性・信頼性が向上するものと考えます。 

 各実務手順書を作成するにあたっては、それぞれのプロセスをフローチャート

なども活用するなどして、作業の重複等による無駄がないか、重要なプロセスに

ついてはその正確性を期すためのチェックが機能しているかなどを検討し、プロ

セスそのものの見直しを行うという観点も重要です。 

  また、審査プロセスについても算定プロセス同様、審査への信頼性を高めるた

め、監査委員事務局において詳細な監査手順・手続書の作成が必要であると考え

ます。 
 

 

第２．財政的援助団体等の監査について 

健全化判断指標の一つである将来負担比率の算定には、公社や第三セクターの

決算書が用いられるため、例えば平成 19 年度決算に基づく将来負担比率の審査

にあたっては、平成 19 年度決算審査の監査を将来負担比率の審査意見提出前に

完了しておく必要があります。 

しかし、従来から監査委員による公社・第三セクターの監査は、財政的援助団

体等iの監査として毎年実施されていますが、三重県土地開発公社や財団法人三

                             

i 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 7 項の規定に基づき、県が補助金、交付

金、負担金などの財政的援助を与えている団体、公の施設の管理受託者及び出資団体をいう。 
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重県産業支援センターなど毎年監査されている団体と、三重県道路公社及び三重

県信用保証協会といった数年に一度しか監査されていない団体があり、見直しが

必要です。 

また、監査時期は、決算審査が終了した後の 12 月から翌年２月となっており、

健全化判断指標の審査目的の観点からは、その実施時期に課題が残ります。 

 

＜提案２：公社・第三セクターの監査手法・監査時期の見直し＞ 

公社・第三セクターの監査は、従来からの財政的援助団体の監査目的に加え、

財政健全化法により健全化判断比率の審査目的を達成できるよう、その監査先の

将来負担比率への影響等を加味して、下記①及び②に例示したような公社・第三

セクターの監査手法、監査先選定基準、監査頻度・時期の再検討が望まれます。 

  ① 全ての公社・第三セクターについて決算書の経年比較分析や監査委員で   

把握されている当期の経済状況や公社・第三セクターに関する状況から異

常な変動がないかを確かめること。 

② 将来負担比率に重要な影響を与える可能性のある公社・第三セクターや、 

上記①で異常な変動が見受けられる等必要と認めた公社・第三セクターに    

ついては、毎年、健全化判断比率審査に間に合うように監査を実施するこ

と。 

 

 

第３．財政健全化法に基づく財政分析結果について 

三重県の平成 19 年度決算に基づく健全化判断比率は、【別紙３】のとおり、普

通会計の実質赤字比率及び公営企業まで含めた連結実質赤字比率は黒字のため該

当せず、借金残高の財政負担率を示す実質公債費比率が 12.6％（全国 18 位）、

公社・第三セクターに対する将来的な税金負担の割合を示す将来負担比率が

185.9％（全国６位）となっており、財政健全化法の基準に基づいた指標として

は、早期改善を目指す黄色信号である健全化段階を下回るものとなっています。  

また、健全化判断比率は平成 19 年度決算から算定・公表されたものであり、

過去の推移は把握できません。そこで、実質収支比率（これが赤字になれば実質

赤字比率という）や公営企業ごとの資金収支額（これが赤字になれば資金不足額
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という）、実質公債費比率について過去数年の推移を見たところ、継続的な悪化

など大きな変動は見受けられませんでした。 

しかし、これは健全化判断比率のみについての平成 19 年度決算の一時点また

はそれまでの過去の推移状況を示すものに過ぎません。今後とも健全化判断比率

や公営企業ごとの資金不足比率に加えて、従来から財政指標として用いられてき

た経常収支比率、公債費負担比率、起債制限比率、財政力指数などの過去からの

推移状況、平成 20 年度決算見込みに基づく予想値、更に中長期的な財政見通し

に基づく予想値にも留意していく必要があります。 

 

＜提案３：三重県独自の健全化判断基準の設定＞ 

調査会として今回精査できた財務情報に基づく範囲内での分析結果は上記のと

おりですが、健全化判断基準等は全国一律に定められたものであり、これを下回

ればすなわち、三重県財政が健全であるというわけではありません。来年秋以降

の公表が義務づけられている財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純

資産変動計算書及び資金収支計算書をいう。以下同じ。）の財務情報等も踏まえ

て三重県独自の財政健全化判断基準値（達成目標値、危険値など）を定め、財政

規律の確保に活用していくことが求められます。 

 

 

第４．その他財務情報の分析結果について 

三重県では、総務省で提案された方式に従い平成 12 年度から平成 18 年度の普

通会計の貸借対照表及び行政コスト計算書を作成しています。これらを【別紙

４】のとおり経年比較してみることにより、７年間にわたる資産・負債の主な増

減、行政コストや税収等の変動状況を俯瞰し、これまでの三重県の政策成果の財

務的な結果を統合的に把握することができます。現時点で明らかになった主な分

析結果は以下の２点です。 

① 未収金、貸付金、投資、基金（に含まれる金融資産）について 

貸借対照表の未収金、貸付金、投資、基金（に含まれる金融資産）などの

現金回収が前提の資産については、貸借対照表計上額が予定通り回収可能で

あることを前提に計上されています。そこで、それぞれの資産について、そ
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の計上額を予定通り回収するための必要な対応（回収促進、投資先・貸付先

の継続的な監視）が網羅的に行われているかを検証することが重要です。 

平成 18 年度決算分まで適用された総務省方式の貸借対照表では十分な情  

報が得られませんが、現在導入が予定されている新地方公会計モデルによる  

貸借対照表の作成にあたっては、それぞれの資産の回収可能性に基づいた資

産評価が求められており、この情報により資産の回収可能性を把握すること

ができ、必要な対応がとられているかの検証に資する情報を得ることができ

ます。 

  ② 行政コストと一般財源等のバランスについて 

行政コストは、コストに見合う行政サービスが行われていることを前提に

すれば、どれだけの行政サービスが提供されたかを表します。これに対して、

一般財源等は県民の納税額、すなわち負担額を表します。 

この観点から三重県の平成 12 年度から平成 18 年度までの行政コストと   

一般財源等のバランスを見ると、平成 14 年度以降、行政コストが一般財源

を上回る状況が続いています。この状態は、県民負担がその年度に提供され

たサービス以下であることを示し、その差額は過去世代の蓄積の取り崩しか、

将来世代への負担の先送りを示していると解釈できます。 

今後は、行政コスト計算書から把握できる行政コストと一般財源等のバラ

ンスの状況を、発生主義によるフローベースの世代間負担の状況を示す経営

指標の一つとして活用することが期待されます。 

 

 

第５．財政規律の確保と県民への説明責任について 

地方財政運営に関する国と三重県との関係についてのヒアリングから抽出する 

ことが出来た困難な状況として、国の地方財政計画や景気対策などにより中期及

び単年度において県独自で PDCA サイクルを効果的に回すことが出来ない状況が

あります。さらに、来年秋までに作成を求められている財務書類４表の活用につ

いても明確な指針を有していない現状があります。 

 また、三重県における公債費発行額は、【別紙５】のとおり、投資的経費が伸び

始めた平成４年度以降大きく伸び、近年は頭打ちであるものの、年間発行額が 900
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億円を超える高い水準で推移し、今後さらに増加する傾向が指摘されていま  

す。また、建設地方債残高は平成 13 年度をピークに減少していますが、建設地  

方債以外の臨時財政対策債、退職手当債等に係る公債費は増加しており、地方債

残高全体としては高い水準で推移の見込みであり、県における公債費残高が本年

度末で一兆円を超える見込みであること等が報告されています。 

これに対し、基金残高は減少傾向にあり、特に平成 10 年度以降大幅に減少し 

ていることから、財政運営における債務管理の観点が一層重要であり、その方針  

を明確化することが今後の財政運営にあたって重要な課題となります。 

こうした三重県の特性等を踏まえ、財政運営・監視等に関して、今後、三重県 

が行うべき自律的な具体の取り組みとして次の２点を提案します。すなわち、第 

一は、債務管理方針の策定であり、第二は、三重県財務書類（４表）に基づくア  

カウンタビリティレポートの作成・公表です。 

 

＜提案４：債務管理方針の策定＞ 

これまで、地方公共団体の財政運営は予算・決算を中心とするフローの管理

が主体とされていました。言い換えれば、現金主義による単年度ベースの管理

であり、形成された資産の運営利用、資産形成のために調達した債務管理とい

うストック情報を連携させる仕組みがないという大きな問題が存在しています。

この問題意識に基づき、フローとストックを連携させて、計画とコントロール

を効果的に行う組織的な体制の整備と、ストック管理を適切に行うシステムの

構築の必要性、それを促進する重要なイニシアチブを明確に示すものとして債

務管理方針の策定を提案します。 

計画とコントロールの過程を通じて、ストック管理を適切に行うためには、

耐用年数、維持利用期間にわたる適切な利用計画、達成すべきサービス水準の

設定が前提とされます。これに加えてストック形成の原資である債務管理をど

のように効率的かつ効果的に行い、説明責任を果たしていくかが重要なポイン

トとなります。この観点から、公債残高としての大括りの管理ではコントロー

ルに限界があることを認識することが必要不可欠といえます。すなわち、ス

トック管理にあたっては、債務管理方針を設定し、将来世代に対する負担金額、

調達方法、返済方法の合理性をサービスの提供、目的の達成の点から建設的な
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姿勢で明確にすることが重要だということです。債務は三重県にとって、将来

世代のための重要な資産形成に必要な財源の調達源泉ですが、将来世代が将来

受ける便益に見合った負担であることを保証することが必要であり、その意味

で債務管理の方針を明らかにし、納得性を高めることが求められるということ

です。 

このため、債務管理にあたっては、使途目的別に、建設地方債については、  

将来世代の負担の観点から、コストベネフィット分析iiを行って債務コント 

ロールを行い、複数年の資本計画を含む長期計画へのコミットメントiiiを立証

することが重要です。これのみならず、債務のタイプごとにマネジメントを行

う方向で検討を行うことが必要です。 

方針のイメージとしては、次の項目を内容とします。第一に、三重県の債務

管理の基本方針（現在の債務負担の状況認識を踏まえた上で、どのような基本

方針で中長期財政運営を推進するかの声明）、第二に、使途目的別に現在の債

務負担状況の分析と検討、第三に、債務のタイプ別の償還状況や借入計画、返

済計画、第四に、債務による財源の調達と将来世代の負担のバランス、コスト

ベネフィット分析などによる中長期にわたる債務コントロールの方向性、です。 

 

１ 三重県の債務管理の基本方針（例） 

  三重県は、財政健全化と豊かな将来の形成を目指して、次のように債務

負担の目的別に適切な管理方針を規定します。 

建設地方債については個別プロジェクトベースで利用計画を策定し、県

民の視点から、コストベネフィットを把握して、償還計画を設定し、債務

コントロールを行います。 

今後増加が見込まれる退職手当債については、職員の定員管理のみなら

ず、十分な能力を有する職員の育成と確保の観点から、中期計画を策定

                             

ii あるプロジェクトにかかる費用とそこから得られる便益を比較してそのプロジェクトを評

価する手法。 

iii 約束。長期計画を確実に実行するという約束を果たすことができるということを立証する 

という意味。 
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し、適切なコントロールを行います。 

関係団体における地方債及び長期借入金については、そのミッションの

効率的な達成と業務の健全な運営の視点から、返済計画、債務残高を監視

し、効果的な経営と十分なサービスの提供に努めます。 

 

２ 現在の使途目的別の債務負担状況の分析と検討 

 

３ 債務のタイプ別の償還状況並びに借入計画及び返済計画 

 

４ 中長期にわたる債務コントロールの方向性 

  地方債、長期借入金のコントロールにおいては、県財政として資金調達

にあたって資本コストを負担しながら、財政運営を行っているという観点

から、財政分析を実施し、県民にサービスに対するコストベネフィットを

説明します。 

 

 

＜提案５：三重県財務書類（４表）に基づくアカウンタビリティレポートの作 

成・公表＞ 

 現在、財務書類４表を作成し、財政状態、運営状況の把握を行うことが求めら

れていますが、これを生きた情報として、まずは、執行機関と議会において共有

するために、財政健全化法に基づく指標の公表と併せて執行機関で「三重県アカ

ウンタビリティレポート」（仮称）を作成・公表することを提案します。企業会

計において財務書表が、今後の経営方針、戦略、方向性を決定する羅針盤の役割

を果たすように、財務書類４表による現在の財務情報により示されている三重県

の財政状態、運営状況がどのようなポジションにあり、三重県の今後の行財政運

営、戦略的経営方針にどのように影響を与えるのか、それに基づきどのように修

正される可能性があるのかを説明するレポートを包括的なものとして作成するこ

との重要性を提案するものです。 

ここで、「アカウンタビリティレポート」という名称を用いるのは、三重県の

戦略的な行財政運営の計画と方向性に基づき、行財政運営を行った結果として、
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現在の三重県の財政状態、運営状況がどのように変化したのかということを財政

の責任者、運営の責任者が、行財政運営の結果としてのパフォーマンス（県民が

受けた便益とアウトカムの実現）を検討しながら、議会、最終的には県民に説明

する責任を負っていることを明示し、強調することを意図しています。したがっ

て、当然「アカウンタビリティレポート」の内容としては、マネジメントの討議

と分析(Management Discussion and Analysis: MD&A) が含まれ、財務書類４表

が示す内容、前年度と比較した変動等について、成果と相関させて、わかりやす

く説明することが必要です。地方公共団体がおかれている環境は個別に相違し、

それに基づく行政運営のイニシアチブも当然異なりますから、三重県の財政状態、

運営状況をそれらの環境情報を組み込んで説明し、政策目的がいかに達成されて

いるかを説明することが重要な観点となります。アカウンタビリティレポートの

利用者・読者は、第一義的には県民ですが、監視機関としての議会、運営当局と

しての執行機関、さらに将来的には投資家や債権者です。 

 

  

三重県アカウンタビリティレポート（例） 

 

１ 三重県の財政運営の基本方針（総合計画と中長期財政運営・三重県の戦略的

行政経営の在り方） 

 

２ 三重県財政運営の分析と検討 

 

３ 三重県財務書類（普通会計・連結ベース）（注記・附属明細書を含む） 

 

４ 三重県政策・施策別コストと成果達成の概況 

 

５ 三重県財政及び行政運営に関する統計情報（10 年ベース） 
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        平成 20 年 9 月、予算調整室から提出された資料を基に議会事務局作成 

                               別紙１ 

地方財政健全化法に基づく健全化判断比率等の算定プロセス 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地方財政健全化法・健全化判断比率等のチェック要領 

（予算調整室 職員向け） 
【全般的事項】 

１ 算定の基礎数値に係る根拠資料が信憑性のあるものかどうか。 
  ○ → 決算書その他議会等に提出されたもの、台帳の写し（注）、公的機関等の審査等

を受けた資料など 
  × → 単なる内部資料 
  （注）膨大なデータ量を持つ各種台帳を根拠にしているものについては、電算による抽出打ち出

し表も可とするが、打ち出し表もない場合には、抽出された数値等を別途、ワープロ等で作成

することもやむを得ないものとする。この場合は、その文面の中に「○○台帳から転記」とい

う注釈を必ず記入させるとともに、後日監査を受ける可能性があることを伝えること。 
２ 算定様式に記載された数値が、根拠資料の数値から導き出されるものかどうか。導き出

すことが容易でない場合は、担当部局に説明を求めるとともに、わかりやすい資料を提出

するよう依頼すること。 
３ 転記ミス、桁誤りがないかどうか。 
４ 算定様式の計算式が正しいかどうか、念のため検算すること。 
 

【個別表関係】 

  「チェックポイント」（総務省作成）により、チェックを行うこと。 

５月初旬  関係部局経理担当者へ法律の概要、算定式について説明 
県出資法人へ法律の概要、公社・第三セクター等に関する指標の算定方法に 
ついて説明 

５月中旬  関係部局へ基礎数値照会（提出期限 ６月中旬） 

６月中旬～７月上旬  予算調整室職員が下記要領に基づきチェック 

７月上旬～  監査事務局に事前説明 

７月末  監査委員への審査依頼 

９月末  監査委員の審査終了 
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                               別紙２ 

地方財政健全化法に基づく健全化判断比率等の審査プロセス 

 

 

【公営企業会計（法適用企業）資金不足比率】 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【健全化判断比率、資金不足比率（法非適用企業）】 
 
 
 
 
 
 
 
 

５月下旬  公営企業会計資金不足比率審査実施要領策定（法適用企業） 

８月上旬   公営企業会計（法適用企業）数値確認 

８月下旬  監査委員による審査（監査委員会議） 

９月中旬  県議会に資金不足比率の報告議案提出 

７月     健全化判断比率等 内容聞き取り 

７月上旬～９月下旬  健全化判断比率等の積算根拠について事務局による内容確認 

６月下旬  健全化判断比率等審査実施要領策定（一般会計、特別会計） 

９月下旬  監査委員による審査（監査委員会議） 

１０月中旬 県議会に健全化判断比率、資金不足比率の報告議案提出 
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別紙４

総務費 63,717 2.9% 64,402 2.9% 66,549 2.9% 67,274 3.0% 69,210 3.1% 74,000 3.3% 74,996 3.4%
民生費 11,818 0.5% 11,116 0.5% 10,630 0.5% 9,886 0.4% 9,221 0.4% 8,695 0.4% 8,263 0.4%
衛生費 10,188 0.5% 12,789 0.6% 15,139 0.7% 15,558 0.7% 14,862 0.7% 14,574 0.7% 14,302 0.6%
労働費 1,879 0.1% 1,776 0.1% 1,684 0.1% 1,583 0.1% 1,498 0.1% 1,445 0.1% 1,452 0.1%
農水費 420,586 19.0% 423,580 18.8% 422,346 18.6% 416,184 18.4% 406,985 18.1% 398,011 17.8% 386,147 17.5%
商工費 9,396 0.4% 9,592 0.4% 9,482 0.4% 9,059 0.4% 8,491 0.4% 7,879 0.4% 7,185 0.3%
土木費 1,397,334 63.1% 1,427,893 63.5% 1,441,553 63.6% 1,446,880 63.9% 1,437,798 64.0% 1,429,915 64.1% 1,422,660 64.4%
警察費 53,988 2.4% 53,437 2.4% 54,933 2.4% 54,668 2.4% 54,593 2.4% 54,044 2.4% 55,441 2.5%
教育費 243,177 11.0% 243,542 10.8% 243,091 10.7% 243,497 10.7% 241,744 10.8% 240,065 10.8% 239,030 10.8%
その他 1,887 0.1% 1,365 0.1% 1,281 0.1% 1,227 0.1% 1,157 0.1% 1,176 0.1% 1,189 0.1%

2,213,970 100.0% 2,249,492 100.0% 2,266,688 100.0% 2,265,816 100.0% 2,245,559 100.0% 2,229,804 100.0% 2,210,665 100.0%
うち土地 457,177 20.6% 457,332 20.3% 487,356 21.5% 498,078 22.0% 507,831 22.6% 517,837 23.2% 527,383 23.9%
出資金 91,629 100,128 105,577 109,734 112,990 117,756 120,985
貸付金等 79,587 75,309 69,666 63,350 59,144 55,776 48,609

特定目的基金 51,962 48,895 39,098 34,642 32,415 28,136 29,285
土地開発基金 13,064 13,080 13,091 13,093 13,096 13,101 13,122
合計 65,026 61,975 52,189 47,735 45,511 41,237 42,407

236,242 237,412 227,432 220,819 217,645 214,769 212,001
財政調整基金 11,180 11,111 9,842 22,241 9,437 13,694 12,924
減債基金 26,778 24,762 20,414 30,512 35,757 29,796 22,180
歳計現金 36,274 31,018 25,014 19,623 25,251 23,992 23,132
合計 74,232 66,891 55,270 72,376 70,445 67,482 58,236
地方税 6,400 7,635 7,983 8,397 6,252 5,602 5,624
その他 3,378 3,676 4,300 5,242 5,443 6,540 6,834
合計 9,778 11,311 12,283 13,639 11,695 12,142 12,458

84,010 78,202 67,553 86,015 82,140 79,624 70,694
2,534,222 2,565,106 2,561,673 2,572,650 2,545,344 2,524,197 2,493,360

総額 865,674 881,999 907,865 925,201 937,427 955,716 970,910
１年内地方債 78,995 86,148 81,977 79,195 78,128 79,003 79,290
差引地方債 786,679 795,851 825,888 846,006 859,299 876,713 891,620

債務負担行為 13,139 0 0 0 0 0 0
退職給与引当金 184,180 185,350 186,505 182,673 203,719 223,879 234,707

983,998 981,201 1,012,393 1,028,679 1,063,018 1,100,592 1,126,327
１年内地方債 78,995 86,148 81,977 79,195 78,128 79,003 79,290
翌年度繰上充用

78,995 86,148 81,977 79,195 78,128 79,003 79,290
1,062,993 1,067,349 1,094,370 1,107,874 1,141,146 1,179,595 1,205,617

国庫支出金 632,786 639,429 639,448 642,719 637,814 635,066 632,268
一般財源等 838,444 858,329 827,855 822,059 766,382 709,535 655,474

1,471,230 1,497,758 1,467,303 1,464,778 1,404,196 1,344,601 1,287,742

議会費 1,773 0.3% 1,776 0.3% 1,720 0.3% 1,539 0.3% 1,831 0.3% 1,822 0.3% 1,633 0.3%
総務費 38,647 6.9% 37,185 6.6% 38,588 7.0% 38,883 7.4% 39,751 6.9% 40,444 6.9% 38,049 6.6%
民生費 57,345 10.2% 62,392 11.1% 61,042 11.1% 54,828 10.4% 57,465 10.0% 62,358 10.6% 67,218 11.7%
衛生費 22,088 3.9% 22,086 3.9% 21,823 4.0% 21,675 4.1% 21,158 3.7% 20,856 3.5% 21,618 3.8%
労働費 1,632 0.3% 1,598 0.3% 1,422 0.3% 1,192 0.2% 1,316 0.2% 2,028 0.3% 1,224 0.2%
農水費 58,131 10.3% 55,592 9.8% 53,075 9.6% 51,453 9.8% 53,216 9.3% 51,816 8.8% 51,299 8.9%
商工費 8,595 1.5% 8,016 1.4% 8,274 1.5% 7,854 1.5% 11,360 2.0% 9,555 1.6% 10,409 1.8%
土木費 81,501 14.5% 83,317 14.8% 84,869 15.4% 83,373 15.8% 84,173 14.7% 83,287 14.2% 86,023 14.9%
警察費 38,337 6.8% 39,561 7.0% 39,616 7.2% 38,433 7.3% 44,727 7.8% 47,789 8.1% 44,290 7.7%
教育費 188,989 33.6% 189,084 33.5% 187,089 34.0% 178,202 33.9% 205,036 35.8% 202,648 34.5% 201,080 34.9%
災害復旧費 1,429 0.3% 3,830 0.7% 4,997 0.9% 2,256 0.4% 2,256 0.4% 19,185 3.3% 6,650 1.2%
公債費 25,356 4.5% 23,758 4.2% 21,753 4.0% 19,795 3.8% 18,888 3.3% 17,677 3.0% 17,503 3.0%
諸支出金 38,068 6.8% 36,022 6.4% 25,841 4.7% 26,433 5.0% 28,896 5.0% 27,524 4.7% 28,059 4.9%
不納欠損額 370 0.1% 326 0.1% 550 0.1% 511 0.1% 2,238 0.4% 545 0.1% 527 0.1%
合計 562,261 100.0% 564,543 100.0% 550,659 100.0% 526,427 100.0% 572,311 100.0% 587,534 100.0% 575,582 100.0%
使用料・手数料等 -98,934 -90,053 -83,753 -79,671 -64,488 -61,621 -61,772

41,948 31,690 56,163 67,432 50,999 35,074 19,706
小計 -56,986 -58,363 -27,590 -12,239 -13,489 -26,547 -42,066
国庫支出金 -94,095 -100,585 -88,840 -78,477 -82,359 -76,024 -53,608
合計 -151,081 -158,948 -116,430 -90,716 -95,848 -102,571 -95,674
差引 411,180 405,595 434,229 435,711 476,463 484,963 479,908
一般財源 -415,665 -414,334 -392,948 -417,247 -391,375 -399,064 -408,099
対負担コスト超過額 4,485 8,739 -41,281 -18,464 -85,088 -85,899 -71,809
国庫支出金償却 11,185 11,144 10,791 13,467 29,411 29,051 29,804
一般財源増加額 15,670 19,883 -30,490 -4,997 -55,677 -56,848 -42,005
人にかかるコスト 242,877 43.2% 242,215 42.9% 240,249 43.6% 230,021 43.7% 266,841 46.6% 266,297 45.3% 263,500 45.8%
扶助費 17,637 3.1% 18,578 3.3% 18,407 3.3% 14,547 2.8% 13,590 2.4% 10,702 1.8% 8,671 1.5%
補助費等 104,946 18.7% 107,755 19.1% 99,541 18.1% 98,334 18.7% 104,842 18.3% 109,276 18.6% 119,656 20.8%
操出金 2,181 0.4% 2,482 0.4% 2,786 0.5% 3,203 0.6% 3,154 0.6% 2,938 0.5% 2,852 0.5%
他団体建設補助 32,982 5.9% 27,148 4.8% 23,962 4.4% 18,343 3.5% 17,434 3.0% 15,083 2.6% 14,221 2.5%

平成20年10月、財政問題調査会作成

収入
項目

固定負債

流動負債

コス
ト・負
担状
況

負債
の部

正味
資産
の部

行政
コスト

【行政コスト計算書】

その他調整額

合計

【貸借対照表】
平成12年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

単位：百万円

合計

未収金

地方債

流動資産

現金預金

投資等

有形固定
資産

基金

平成18年度

コスト
分析

合計

合計
合計

合計

合計

合計

資産
の部

平成13年度
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                                                         別紙５ 

                                               平成２０年９月、予算調整室作成 

公債費・県債残高将来推計公債費・県債残高将来推計

（注） 県債発行額は、平成２０年度は当初予算額、平成１９年度は決算額、２１年度以降は、県債発行額を
一定の仮定により設定し、推計したものです。

一般会計公債費・県債残高将来推計
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10 , 171
10 , 36910 , 46710 , 52710 , 547 10 , 45110 , 40610 , 363

2 , 402

10 , 54610 , 52810 , 493

7 , 783

3 , 224
2 , 742

2 , 566

2 ,000

4 ,000

6 ,000

8 ,000

10 ,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
年度

現在高
(億円)

0

200

400

600

800

1 ,000

1 ,200

1 ,400

1 ,600

1 ,800

2 ,000

2 ,200

2 ,400

公債費
(億円)

年度末現在高 （退職手当債）
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年度末現在高 （減税補てん債債）

年度末現在高 （建設地方債）

公債費（合計）
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